
 
 

議案第86号 

 

   北上市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 北上市体育施設条例（平成３年北上市条例第83号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第３（第10条関係） 

名称  種別  単位  区分  使用料  摘要  

［略］  

北上

市民

藤沢

広場  

［略］  

夜間

照明

施設  

１時

間ま

でご

とに  

 

 

ソフトボ

ール用  

2,040  

野球用  2,510 

フットボ

ール用  

3,770 

［略］  

 ［略］ 

別表第３（第10条関係）  

名称  種別  単位  区分  使用料  摘要  

［略］  

北上

市民

藤沢

広場  

［略］  

夜間

照明

施設  

１時

間ま

でご

とに  

 4,000 夜間照明施設の一部

を使用する場合の使

用料の額は、この表

により算定した額の

２分の１の額とする

。  

［略］  

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  令和４年３月３日提出 



 
 

北上市長 髙 橋 敏 彦       

 

 提案理由 

 北上市民藤沢広場の夜間照明施設の使用料を変更しようとするものである。 


